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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ベトナム国より技術協力の要請を受け、「競争法施行、

競争政策実施キャパシティ強化プロジェクト」を、平成 20 年 9 月から約 2 年間の計画で実施して

きました。平成 22 年 6 月のプロジェクト期限の終了を前に、プロジェクト活動の進捗状況と実績

を整理・確認すると共に、プロジェクトについて評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパ

クト、自立発展性）の観点から評価することを目的として、平成 22 年 1 月 24 日から 1 月 29 日ま

で、JICA 公共政策部財政・金融課課長 阿部裕之を総括とする調査団による終了時評価調査を行

いました。本報告書は、同調査結果を取りまとめたものです。 
本調査ではベトナム競争管理庁との協議を通じてプロジェクトの評価を行い、その結果を双方

で確認すると共に、ベトナム側から要望があったプロジェクト期間の延長について協議を行いま

した。これら内容は議事録（M/M）としてまとめられ、署名・交換されました。今後は日本側に

おいてプロジェクト期間延長の可否について、検討が進められる予定です。 
本報告書が、今後のベトナムの競争法分野のさらなる発展を進める上での指針となると共に、

類似分野での技術協力プロジェクトの案件形成・実施にあたっての参考として活用されれば幸い

です。 

最後に、本調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 22 年 2 月 

独立行政法人国際協力機構 

公共政策部長 中川 寛章 
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終了時評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ベトナム 
案件名：競争法施行、競争政策実施キャパシティ強化

プロジェクト 

分野：経済法制度 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部財政・金融課 協力金額（評価時点）：47,785 千円 

(M/M): 2008/9~2010/6 先方関係機関：Vietnam Competition Authority (VCA) 

(延長等): 検討中 日本側協力機関：公正取引委員会 

 

協 力 期

間  他の関連協力機関：--- 

１-１ 協力の背景と概要 

(1)協力の背景 
ベトナム政府は 1986 年のドイモイ政策開始以降、市場経済化への移行を進めており、さま

ざまな開放政策の一環として市場経済化に対応してきた。この市場経済化の流れを受けて、以

前は国営企業の寡占状況にあった電気、通信、運輸といった公共サービスや、セメント、精糖、

鉱業、金融、石油といった基幹産業に対しても、国営企業改革が行われている。2001 年から

2005 年にかけて 3,590 社の国営企業が構造改革の対象となり、そのうち 2,347 社が株式会社化

された。また 2006 年には 420 社が株式会社化されるなど、民営化が進められている。一方、

名目 GDP に占める国営部門の構成比は 40%程度と、未だ大きなシェアを占めている。さらに

民営化を推進するためには、経済基盤の整備としての関連法整備が重要となっている。 

また、ベトナム政府により市場開放、外資導入策が積極的に進められてきた結果、対ベトナ

ム直接投資も拡大してきている。アジア通貨危機の影響を受け、ベトナムへの投資は 1999 年

に 1996 年の 4 分の１以下になったが、その後、投資促進策を実施したことにより徐々に回復

し、2006 年には 102 億ドルと過去最高額を記録した。日本の対ベトナム投資も 2004 年ごろか

ら増え始め、2000 年に 26 件であった直接投資件数が 2005 年には 100 件を超え、2007 年には

154 件となった。加えて、2007 年 1 月 11 日にベトナムは第 150 番目の WTO の正式加盟国とな

った。これによりさらなる市場開放が進むと期待されている。 

こうした中、ベトナム政府は、経済開放政策の一環として市場経済化に対応すべく法制度の

整備を進めてきた。具体的には、民法をはじめ、商法、知的財産法、投資法、企業法などであ

り、相次いで関連法の改正・施行を行ってきている。その中で経済の健全な成長、民間活力の

促進、企業と国民の繁栄を目指す上で重要な法制度として、競争法が 2004 年に制定され、2005

年 7 月 1 日に施行された。しかし、競争法の法整備は進められたものの、執行面で十分な経験

がないことから多くの課題を抱えている。人材と活動予算の不足、法執行のノウハウや法解釈

のあり方、また国民（消費者）、企業、他関係省庁の競争政策に対する理解不足などが課題と

して挙げられる。2005 年-2006 年に実施された JICA 開発調査「競争法施行に係るキャパシテ

ィ・ビルディング計画支援調査」においても、法執行上の留意すべき重要なポイントとして、

審査官の育成、人材育成プログラム計画の策定・実施など、執行体制の整備、人材育成に向け

た取り組みの必要性や、関係省庁・機関との情報共有化推進による理解度の向上のための活動

の必要性が指摘された。 

 



 

(2)協力の概要 

「ベトナム競争法施行・競争政策実施キャパシティ強化プロジェクト」（以下、本プロジェ

クト）は、競争法の執行機関である VCA の審査機能を向上させるとともに、政府関係機関、

企業、消費者、アカデミック層に対し競争法に関する知識を啓蒙・普及させることにより、VCA
が競争法・競争政策を効果的に施行・実施できる体制を整えることを目的とするものである。

なお、プロジェクト開始当時、ベトナムにおける競争法と同政策実施は始まったばかりであり、

VCA（当時は VCAD：Vietnam Competition Administration Department）における執行体制の確立

もこれからというところであった。一方、本プロジェクトに対する VCA の期待は極めて高く、

多様な活動内容が盛り込まれた。こうした当初の事情から、プロジェクト協力期間はまず 1 年

9 ヶ月間に設定され、VCA の執行体制の確立やプロジェクト活動の進捗状況によっては、協力

期間の延長もあり得ることを念頭に、プロジェクトは開始された。 

 
１-２協力内容 

（１）上位目標：ベトナム国内の市場において公正・公平な競争が促進される。 
（２）プロジェクト目標：VCA が競争法施行・競争政策を効果的に実施できる体制が整う。 

（３）成果： 1） VCA の審査機能が向上する。 

2） 政府内、企業、消費者、アカデミック層に対し、競争法に関する知識が 

啓蒙・普及される。 

（４）活動 

1-1.審査活動の現状分析を行い、問題点を特定する。 

1-2.助言を得た審査活動を通じて、審査能力の向上を図る。 

1-3.必要なガイドライン、審査官のためのマニュアル等を作成する。 

1-4.市場確定の手法に係る技術の向上を図る。 

1-5.ターゲット市場における競争上の問題点を把握するための市場調査を実施する。 

1-6.1-1～1-5 の活動に基づき、審査官研修センターにおける研修プログラムを策定し、実施す

る。 
1-7.組織された作業グループにおいて審査の観点から情報センター（CCID）の機能を構築し、

必要および実現可能な範囲で活動を実施する。 

1-8.研修センターの設立のためのコンセプト案を策定する。 

2-1. アドボカシーを担当する作業グループを組織する。 

2-2. 効果的なアドボカシーの方法について検討する。 

2-3. 2-2 に基づきアドボカシー活動を実施する（セミナー、ワークショップ、リーフレット等） 

 

（５）投入（評価時点）      総額：47,785 千円 
日本側：  41,259 千円 

相手国側： 6,526 千円 

２. 評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 

総  括： 阿部裕之  JICA 公共政策部 財政・金融課課長 



 

協力企画： 馬杉学治 JICA 公共政策部 財政・金融課調査役 

競争法・競争政策：五十嵐俊之 公正取引委員会事務総局 官房国際課  
国際経済調査課長 

評価分析： 田中秀和 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社  
国際研究部 主席研究員 

協力調整： 室岡直道 JICA ベトナム事務所員  

調査期間 評価分析： 2010/1/25-1/29 
官団員：  2010/1/27-1/29 

評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）上位目標：ベトナム国内の市場において公正・公平な競争が促進される。 
  

1)競争法違反ケースの調査・

摘発 
処分に至った事案数（2008）： 13 件 (全て不公正取引案

件). 

処分に至った事案数（2009）： 13 件 (12 件が不公正取

引、1 件は競争制限行為（初めての摘発）） 

2)社会の認識 最近の事例として、2009 年 4 月の VCC1（VCA が審査を

実施し、VCC が処分を決定）による航空燃料販売におけ

る独占的地位の濫用のケースの摘発により、社会の認識

は高まった。これは競争制限的行為が適用された初事案。

 

（２）プロジェクト目標：VCA が競争法施行・競争政策を効果的に実施できる体制が整う。 

1)競争法違反ケースの摘発 処分に至った事案数（2008）： 13 件 (全て不公正取引案

件). 

処分に至った事案数（2009）： 13 件 (12 件が不公正取

引、1 件は競争制限行為（初めての摘発）） 

2)競争政策の提言 8 つの産業セクターについての提言：鉄鋼業、銀行、通

信、薬品、海運、電力、航空および石炭。  

3)VCA の組織、スタッフ、予

算のトレンド 

・2009 年 7 月：VCAD (Department) から法執行力を持つ

VCA (Authority) へ名称変更。 

・VCA の職員数： 60 名（2008）から 85 名（2009）へ増

員。 

・VCA の予算：VND 9 billion（2008）から VND 16.5 billion

（2009）へ増額  

・2009 年 11 月：ダナン事務所の開設 

 

 

                                                        
1 Vietnam Competition Commission、現行制度では不公正競争行為は VCA が処分を決定する権限を有しているが、

競争制限行為に関しては、VCA が審査を行い、処分決定は VCC が下す権限を有している。 



 

（３）成果 

1） VCA の審査機能が向上する：ほぼ達成2 
基本的に協力活動はタイムスケジュールに沿って的確に実施された。また、これらの活動は

受益者（主として VCA スタッフ）と長期専門家との間の緊密な協力によって進められた。

2009 年から毎月第二金曜日に開催されている月例ケース・スタディ、審査官向けのワークシ

ョップ、本邦研修などを通じて VCA スタッフ（とりわけ審査官）は日本における競争法事

案の審査手法を学ぶことが出来、実務に適用している。また、VCA 職員用の内部資料として

審査マニュアル「反競争事案審査の手続き」(ベトナム語)を作成したほか、市場調査として

は「粉ミルク」の市場調査を実施した。 

これらの審査機能向上のための協力の結果、2006 年に 6 件であった審査件数は 2008 年お

よび 2009 年には 17 件に増大し、2009 年 4 月には「競争制限行為」に対する違反として始め

ての処分を VCC が決定するための審査を実施した。 
2） 政府内、企業、消費者、アカデミック層に対し、競争法に関する知識が啓蒙・普及される 

：ほぼ達成  
関連活動は円滑に実施された。アドボカシーを目的としたセミナーへの協力は合計 10 回開催

あるいは開催予定であり、主な開催済みのセミナーとしては、M&A に関するセミナー

（2008/10、ハノイ・HCMC（VCA-FIA3主催））、審査手続きに関するセミナー（2008/11、ハ

ノイ・HCMC）、2)事業者団体に関するセミナー（2009/3、ハノイ（JICA 主催））、3)CCID4主

催の月例フォーラム（2009/3 ハノイ、2009/11 ダナン）、M&A に関する国際セミナー（2009/7、

JFTC 浜田委員参加（VCA-FIA 主催））などが開催され、経済界、法律事務所、メディアなど

に対するアドボカシー活動がなされた。 

また印刷配布物としては、VCA の業務紹介（VCA Brochure）及び競争法に関する概要説明

（Overview of Competition Law）パンフレットは専門家のアドバイスによって作成・印刷され、

政府関係機関、経済界、法律関係者、マスコミ等に配布され VCA のイメージを高める一助と

なった。さらに、VCA 内部資料として作成した審査マニュアルも裁判所など審査業務関係者

には配布された。 

これらのアドボカシー活動の結果、社会の競争法に関する認識は高まり、企業等から VCA

に対して持ち込まれる相談件数（端緒処理対象事案）は 2007 年の 17 件から 2008 年には 20
件、2009 年には 26 件に達した。 

 

３-２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

ベトナムにおける市場経済の促進と規制緩和が進められる中、ベトナム政府は競争政策

を重点施策の一つとして引き続き推進しており、今後ますます競争法執行の観点から審査

すべき事案が増えることが予想される。VCA はその執行体制整備のため、多くの新規職員

                                                                                                                                                                                     
2 ［達成］、［ほぼ達成］、「未達成」の 3 段階による評価 
3 Foreign Investment Agency 
4 Center for Competition and Information Data, VCA の広報・情報収集センター 
5 ［開発課題への日本側の対応方針］のうち(a)経済制度整備・運用に競争政策が記述されている。 
6 Ministry of Industry and Trade VCAD No. 96/QD-QLCT Decision about: Setting up and promulgating the 
working regulation of Working Groups with Japanese Specialist (2008/11/25) 



 

を採用するなど、その能力強化ニーズは引き続き高い。 

また、日本側の援助方針（対ベトナム援助展開計画 2009）に示される方針5として示さ

れている、ベトナムが国際競争環境下で経済成長を続けるため、民間セクターの開発とビ

ジネス環境の整備の推進のする方向性とも引き続き合致している。 
（２）有効性 

以下の活動により、VCA の執行体制の整備が図られた。 
・長期専門家による日々のアドバイスにより審査能力の向上が図られた。具体的には専門家

のイニシアティブにより 2009 年 4 月より月例（毎月第二金曜日）のプレゼンテーションを

開催し、日本の事例を中心に紹介し、毎回 10 名程度の VCA スタッフの参加があった他、審

査手法に関して個別の相談にも答えた。 
・公正取引委員会からの短期専門家派遣（市場調査、カルテル、事業者団体、不公正取引（虚

偽表示）など）や国別研修実施により、市場調査やカルテルといった特定分野や日本の競

争政策など日本の知見を共有できた。これらの分野はベトナムの市場環境においては、ま

だ社会の認識が十分でなく、例えば事業者団体がカルテルの話し合いを持つことが行なわ

れ、それが競争法違反という認識がなかった、というケースがあった。また、日本での独

占禁止法施行の取組の紹介は VCA が取り組むべき端緒処理および審査への実務的な取組

への参考となった。 

・各種啓蒙普及活動によりベトナム国内における競争法・競争政策の認識が高まりつつあ

る。 

（３）効率性 

以下の取り組みにより、プロジェクトは効率的に実施された。 

・2009 年 7 月に PDM を見直し、また日本側・ベトナム側の費用負担区分を明確にしたミニ

ッツに合意した。同ミニッツでは日本側の投入コストは約 44 万ドル（長短期専門家、本邦

研修、出版物作成、セミナー開催等）、ベトナム側が約 7 万ドル（VCA スタッフの旅費等）

としており、コスト分担を明示したため、事業の実施に対する責任分担がより明確となり、

結果として効率的な運用が可能となった。 

・長期専門家の執務室が主要なカウンターパート職員の近くに配置され、日々のコミュニケ

ーションが円滑に図られた。 
・「審査」、「人材育成」、「アドボカシー」の活動について、それぞれワーキング・グループ

が内部規定により発足し、カウンターパートが正式に任命された。 
・上記の費用負担の明確化、専門家の執務環境、ワーキング・グループの設置の結果、セ

ミナー、ワークショップの運営および派遣された長期・短期専門家の活用が効率的に行

なわれた。 

（４）インパクト 

プロジェクト協力期間が短いため、長期的な観点からのインパクト発現にはまだ時間が掛

かるものの、次の事象が確認された。 
・産業界や学識者などから、競争法・競争政策に関する相談や照会件数が増えてきたこと 

・実際の審査案件を対外的に公表することにより産業界等に競争法・競争政策の重要性を気

付かせることの重要性に、VCA 自らが気付き始めたこと 

・審査案件を試行錯誤により多数取り扱うことにより、自らの執行体制や競争法の不備につ



 

いて認識し、それを改善していこうという意識が醸成されてきたこと 

・大都市だけでなく、地方都市でもワークショップ等を開催し、全国的な競争法・競争政策

の認知度向上を目指していること 

（５）自立発展性 
市場調査や職員研修モジュールの作成など、プロジェクト協力期限までにこれから取り組

む活動がいくつかあるが、VCA の能力強化の取り組みはまだ始まったばかりである。これ

までの成果を根付かせ、活用し、より長期的な観点から適切且つ持続的な人材育成のための

体制整備に取り組む必要があり、これには VCA による更なる努力と日本による支援が必要

とされる。 

 
３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 
・公正取引委員会から長期・短期専門家の派遣、国別研修の受け入れなど、全面的なサポ

ートが得られた。 
・ベトナム側の政策に一貫性があり、VCA の権限が高められ、組織が拡大した。組織の拡

大により経験の浅い VCA スタッフへの能力強化のニーズが高まっているが、将来的には

組織拡大による協力効果の発現が期待される。 

・ベトナムの市場経済の発展とともに競争法に関連した相談件数や審査対象案件が増大し、

2009 年には「競争制限的行為」に関する初めての事案で処分決定がなされた。 

（２）実施プロセスに関すること 

・専門家の赴任から 10 ヶ月経過した時点（2009 年 7 月）で PDM の見直しが行なわれ、ま

た日本側・ベトナム側の費用負担区分が明確化された。同 PDM 見直しの背景には、協力

の実施経験をベースに指標をより明確にするとともに、個別活動計画をログフレームに

整理し、担当者を明確にする必要性があった。この見直しにより、費用負担を含む業務

の実施への責任が明確になった。 

・VCA 側が 3 つのワーキング・グループ（審査、人材育成、アドボカシー）を設置し、カ

ウンターパート機能を強化した。これらワーキング・グループは VCA の組織決定（General 

Director の Decision6）によって設置されたもので、各グループのタスク、グループ・リ

ーダーの責任、グループ・メンバーの責任などが記載され、3 名のリーダーと 13 名のメ

ンバーが指名されている。これによって、プロジェクトの実施前にはなかった JICA の支

援における実施体制が整った。 

・専門家のイニシアティブにより月例プレゼンテーションが開催され、コミュニケーショ

ンの活発化が図られた。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 ・VCA の組織拡大に伴い多くの新規採用が行なわれたため、業務経験の浅いスタッフが増

大したため、技術移転を実施するための基礎知識の不足により、新規採用スタッフに対

しては効果的な技術移転には限界があった。 

 ・競争法違反案件数が少ないため、実際の事案に基づいて長期専門家がアドバイスを提供



 

する機会が限定的にならざるを得なかった。 

（２）実施プロセスに関すること 
  VCA により設置されたワーキング・グループの活動は PDM に沿って各担当分野（審

査、人材育成、アドボカシー）をカバーすることとなっていたが、夫々の活動の実行段階に

なると活動の具体化が進まない場面があった。これはグループによって対象とする活動内容

が異なり、例えば、グループ１（審査）の活動は最も困難なものであり、グループ 3（アド

ボカシー）はセミナー、出版物など個別の活動が具体的であったということもあり、ワーキ

ング・グループの機能は均一でなかった。この点から、ワーキング・グループの設置は実施

体制の整備は評価されるものの、その活動に関しては期待されたほどで無かった面も否めな

い。 
 

３-５ 結論 
VCA のオーナーシップの醸成および長期専門家と公正取引委員会による惜しみない協力

により、予定していたプロジェクト活動の多くが実施され、プロジェクト目標も大部分にお

いて達成したものと判断できる。しかし、ベトナム政府が競争政策を重点施策に位置付けて

いることに鑑み、この取り組みはまだ緒に付いたばかりであり、競争当局である VCA の審

査機能をはじめとする競争政策施行の実務能力の向上は引き続き図っていかなければなら

ず、VCA はまだまだ多大な努力が必要である。最も大事な点は、VCA が単に審査能力の向

上に取り組んだり、啓蒙普及活動を拡大したりしてきたことではなく、VCA が実際の事案を

公表することで人々に競争法・競争政策の重要性を気付かせ、またそれを顧みることにより

VCA 自身が法執行体制や競争法における具体的な不備を認識し、改善策を考える力が養われ

つつあることである。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）VCA における競争法執行体制の確立が進展しており、また基本的な業務推進が図られつ

つある。こうしたこれまでの成果を根付かせるため、また VCA の長官からなされた要請

も考慮し、プロジェクト開始当初に想定していた協力期間の延長はやはり必要と判断さ

れる。その際には、2012 年に改定予定の競争法に対するアドバイスが求められているこ

と、専門家の十分な活動期間を確保することが効果的且つ適確な技術移転につながるこ

とといったことを考慮し、プロジェクト協力期間を現行の協力期限（2010 年 6 月末）か

ら更に 2 年間延長することを提言する。 

（２）延長期間中においては現行の活動と投入を継続することが適切である。自立発展性確保

のため、特に人材育成のメカニズム構築に取り組むべきである。また、VCA に対し日常

的にアドバイスを提供するほか、審査能力の向上および見直しが予定されている競争法

に関するアドバイスを行うため、長期専門家の配置が望ましい。 

（３）VCA は経済分析の短期専門家派遣を希望しているが、日本側による具体的な対応につい

ては、延長期間中に検討する。 

 

３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 



 

（１）VCA は組織強化の途上にある組織であり、新たなスタッフの増員を図っているため、そ

の能力強化のニーズは常に拡大している。また、現職の VCA スタッフについてもまだ

経験は浅く、更なる能力強化の必要性もある。これら二つのグループの能力強化ニーズ

の内容は異なっており、PDM に示されたキャパシティ強化を本プロジェクト期間内に達

成することは困難であった。今後は VCA がより持続可能性のある職員研修プログラム

を設置される予定の審査員研修センター（Training Center for Investigators）によって長期

的な人材育成制度を築く必要がある。 

（２）本プロジェクト期間中の競争制限的行為に関する事案数が限られていたために、実際の

ケースに関するアドバイスを提供する機会は少なかった。（実際のケースをベースとす

るのが最も効果的な技術移転である）しかし、違反事案はベトナム社会における VCA
の認知や VCA の役割に影響されるものである。よって、現状においては、VCA は選択

的に適切な事案への取組を行なうこととなり、専門家の審査に関するアドバイスも限定

的な事案数のなかで対応せざるを得なかった。 

（３）市場調査に関しては、VCA が想定したよりも多くの時間が一つのセクターの市場調査を

実施するのにかかった。しかし、VCA が将来的な能力強化を目指ためには、現時点では

時間がかかっても調査の質を優先した取り組みを行うことが望ましい。 

（４）現行の競争法には施行段階で障害となりうる内容が含まれており、この点は本プロジェ

クトの協力によって VCA でも認識されるに至ったことであるが、同時に本プロジェク

ト目標のひとつ（関連市場の特定に関する調査）が達成できなかった要因でもあった。

この問題に関して VCA は引き続き支援を必要としている。 

 

３-８ フォローアップ状況 

 現行協力期間が終了する 2010 年 6 月以降の協力の延長について、VCA 側の要請を受け、

日本側で検討を進める。 

 

以上
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第１章 評価調査の概要 
 

１．調査団派遣の経緯 

プロジェクトの協力期限を 2010 年 6 月に迎えるにあたり、終了時評価調査を実施した。 

 
２．調査の目的 

プロジェクト活動の進捗状況と実績を整理・確認すると共に、プロジェクトについて評価 5
項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価する。 

また、ベトナム側から要望があったプロジェクト期間の延長について協議を行う。 
 

３．調査日程 

月 日 内容 

24 日（日） ハノイ着（田中） 

25 日（月） VCA 及びプロジェクト専門家への聞き取り、データ収集 

26 日（火） VCA 及びプロジェクト専門家への聞き取り、データ収集 

午後：ハノイ着（阿部、馬杉、五十嵐）、団内打ち合わせ 

27 日（水） 午前：VCA 協議 

午後：団内打ち合わせ、資料作成 

28 日（木） 午前：VCA 協議 

午後：団内打ち合わせ、資料作成 

1 月 

29 日（金） 午前：ミニッツ署名 

午後：ハノイ発（五十嵐、田中） 

 

４．調査団構成 

氏 名 担当分野 所 属 調査期間 

阿部 裕之 総括 公共政策部 財政・金融課 課長 1/27-1/29 

馬杉 学治 協力企画 公共政策部 財政・金融課 調査役 1/27-1/29 

五十嵐 俊之 
競争法・競争政

策 

公正取引委員会事務総局 官房国際課 

国際経済調査係長 
1/27-1/29 

田中 秀和 評価分析 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

株式会社 国際研究部 主席研究員 
1/25-1/29 

室岡 直道 協力調整 ベトナム事務所員 1/25-1/29 
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５．調査結果概要（団長所感） 

ベトナム政府は、競争法を 2004 年に制定、2005 年 7 月 1 日に施行し、経済の健全な成長、

民間活力の促進といった市場の育成に努力しており、「競争法施行、競争政策実施キャパシティ

強化プロジェクト」については、こうしたベトナム側の努力を支援するものとして 2008 年 9
月から 2010 年 6 月までの予定で実施されてきたものである。 

本プロジェクトは、2005 年-2006 年に実施された JICA 開発調査「競争法施行に係るキャパシ

ティビルディング計画支援調査」において指摘された、審査官の育成、人材育成プログラム計

画の策定・実施など競争法の執行体制の整備及び人材育成、外部への理解度の向上のための活

動の必要性に基づき実施されたものであり、今回の終了時評価の結果、2 年未満のプロジェク

ト期間という状況の中で一定程度の成果が達成、あるいは達成されつつあるということが確認

できた。 

一方、ベトナム経済の急速な進展に伴って競争法執行に係る環境が変化してきているという

状況の中で、2004 年に設立した VCAD (Vietnam Competition Administration Department）（現、

VCA (Vietnam Competition Authority)）という若い組織に協力の成果を根付かせるためには日本

からの継続した支援が必要であるというベトナム側の要請（2009 年 12 月に VCA 長官が国別研

修で来日した際、延長要請を日本側に伝達）に基づいて評価結果を俯瞰するに、本プロジェク

トの延長が妥当であり、時宜を得たものであるという判断に到った。 

これまでの進捗状況や活動の評価等については他に譲るとして、ここでは本件プロジェクト

を延長するにあたって留意すべき点に触れ、今後の検討材料としたい。 
 

（１）残された課題 

評価の詳細は他に譲るが、計画された活動は順調に実施され、一部に未実施の活動（市場

調査の実施）は見受けられるものの、プロジェクト終了までに目標は概ね達成できるだろう

という感触を得た。一方、現時点においてプロジェクトの成果を定着させるためには以下の

点が懸念材料として残る。 

・ 市場経済の進展が期待されるベトナムでは、競争政策に関する事案審査等が今後劇的に

増えることが予想されることから VCA の人材育成が待ったなしの状況になっている。

しかし VCA は比較的新しい組織であり、ベトナム政府の競争政策の執行強化という政

策ニーズに沿って組織強化が図られているものの、構成する人員が若く（平均年齢 29

歳）、執行体制に不安が残る。また、これまで技術移転を受けた職員は順調に育ってきて

はいるものの、新規、未経験の事案に独力で対処するほどの能力までには至っていない

と思われる。 
・ 審査官育成のための研修センターが 2010 年より稼動する予定ではあるが、センター運営

や講師人材のリクルートや研修モジュールの作成もこれからという状況である（VCA に

よれば、本プロジェクト終了までに実施するとの由）。また、これまで技術移転を受けた

職員がすぐにでも新規入局者に対する講師に成り得るほどの高いレベルまでには到達し

ていない。右状況を踏まえ、適切かつ持続的な人材育成システムを構築するための検討

が必要であり、そのための専門家の知見活用が望まれる。 
・ 競争政策当事者の能力向上を図るには実際に事案を扱いつつ学ばせることが効果的であ

るものの、残念ながらベトナムにはそれほど多くのケースが蓄積されていない。その一
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因としては民間企業や消費者の間に競争政策（及び VCA の存在）がそれほど認知され

ていないことが挙げられる。競争政策を市場に根付かせるためには、少ない事案という

与えられた状況の中で VCA が適切な審査を行い、その結果を公表することで市場の信

頼を勝ち取ることが必要であるが、先に述べたような執行体制では十分になし得ない。

また、アドボカシー活動は競争政策の重要性を市場に理解してもらうためのひとつの方

策であり、本プロジェクトでも活動の重要な柱の一つとして対応し、広報資料の作成や

シンポジウムの開催等を行ってきたが、相談件数が劇的に増えるまでには結びついては

いない。企業や消費者に対する VCA の事業役割の周知と、これらステークホルダーか

らの継続的な信頼の獲得が引き続き課題となっている。 

・ 2005 年に施行された競争法の改訂が 2012 年に予定されており、右に関する専門家の知

見活用が望まれている。競争法を改訂することによって十分な執行体制や制度を構築し

なければ上位目標の達成といった更なる進展が望めないという危機感を VCA が抱き始

めたことは本プロジェクトの成果の定着という意味からも重要なことであり、こうした

モメンタムを継続して支援する必要性は高い。 
以上の状況に鑑み、これまで達成してきた成果を根付かせるとともに、新たな要因に対処・

調整していくことが妥当であるとの判断に到った。 

 
（２）実施体制 

基本的にはこれまで実施してきた活動を継続して行う必要があることから、実施体制上の

変更はないと見て良い。一方でこれまで以上にベトナム側の主体的な活動が望まれることか

ら、例えば人材育成の分野で日本側専門家が表立って活動するのではなく、ベトナム側の講

師が今まで蓄積した知見を積極的に関係者に技術移転し、日本側専門家はアドバイザーに徹

するといった工夫が必要となろう。また、専門家がアドバイスを行う相手としてのコア人材

を特定して日本からの技術移転を行うといったこともプロジェクトの効率的な運営のために

は検討が必要であろう。 

 

（３）延長の際の日本側体制 

プロジェクトの延長に関し、ベトナム側からは、①2 年間、②2 名の長期専門家（法律分野、

経済分野）、③組織体制強化及び人材育成に加えて 2012 年に改訂予定の競争法に対するアド

バイス、といったことが求められている。 
上記①を先方が要望する背景としては、長期専門家は着任後にすぐ活動できるわけではな

く、日越双方の法制度や執行体制の違いに熟知した上での適確なアドバイスが求められるこ

とから、プロジェクトの本格的な稼動に時間を要するために一定期間を確保する必要がある

ことを挙げていた。右については一定の理解を示すことができるものであるが、リソースの

問題とも関係することであり、本邦関連機関（公正取引委員会）との調整を行っていきたい。 

上記②を先方が希望する背景としては、これまでどおり競争政策に係る法律分野の技術移

転に加え、例えば M&A や市場支配的地位の濫用によって市場がどのように歪められるかと

いう点を経済的に分析し、そのためのデータ取得方法や分析手法を Decree に書き込む必要が

あることから、そうしたスキルを指導してくれる経済分野の専門家による指導が必要とのこ

とであった。本件については本邦関係機関と調整した上で、リソースの観点から 2 名の長期
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専門家派遣は難しいこと、人材の豊富な分野ではないものの先方要望については短期専門家

ベースで検討することで合意を得たところ、延長時の活動を検討するにあたって留意が必要

である。 

上記③に関しては、アドバイスのタイミングが効果を上げる上での重要な鍵となることか

ら可及的速やかなる延長決定及び人選が必要になってくると思料する。 

延長決定後、プロジェクト延長期間に係る具体的な投入方法については 2010 年 7 月以降に

長期専門家と先方との間で詰めていくことになると思われるが、現行プロジェクトの活動を

継続支援するうえで、日常的な長期専門家による支援の他に、本邦研修及び短期専門家につ

いても引き続き実施していくことになると思われる。 

なお、要すれば調整員の派遣も検討したいが、JICA の技術協力予算の中で考えていくこと

になろう。 

 
（４）延長手続き 

今回の評価結果報告を受けて、日本側で延長が決定されれば速やかにベトナム側にその旨

伝える必要がある。ベトナム側でプロジェクトの延長を決定するためには、計画投資省（MPI）

の承認、関係機関への意見聴取、産業省（MOIT）の承認等に 1 ヶ月は要するとのことであ

る。また、承認申請の際にはある程度の計画策定及び経費概算が必要であるとのことであり

（もって VCA 側のプロジェクト活動予算負担を確保する）、これらの作業に要する時間も勘

案する必要がある。 
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第２章 評価の方法 
 

１．評価設問と必要なデータ・評価指標 

終了時評価とは、プロジェクトが目指していた目標が達成されたかを総合的に検証するもの

であり、評価項目のうち妥当性、効率性、有効性を現状と実績に基づいて検証し、インパック

ト、自立発展性については、これまでの実績、活動状況に基づいて今後の実現可能性について、

その「見込み」を検証するものである7。従って、これまでの実績を把握するために実績につい

ての確認を行い、次いで評価 5 項目に沿って評価設問の設定を行った。具体的には実績の確認

のための「実績確認表」（実績グリッド）および評価 5 項目に沿った「評価グリッド」を作成し

た。評価指標は「JICA 評価ガイドライン（改訂版）に沿って設定した。下記に評価設問（大項

目、小項目）を示す。 
 

1) 実績確認表（実績グリッド） 
1-1) 実績の検証 

 上位目標 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

1.競争法違反ケースの調査・摘発 ベトナムの市場において公正な競争が

推進される。 2.社会の認識 

 

 プロジェクト目標 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

1.競争法違反ケースの摘発 

2.競争政策の提言 

VCA における競争政策と競争法の実施

のための運用フレームワークが確立さ

れる。 3.VCA の組織、スタッフ、予算のトレンド 

 

 成果の達成度 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

1-1.VCA の審査活動の分析と提言 

1-2.競争法違反事案 10 件以上の調査と分析 

1-3.実際のケースを扱った職員の数 

1-4.研修事業の実施：10 コース以上（日本およびベ

トナムにおいて） 

1-5.審査のためのガイドライン、マニュアル等参考

資料 

1-6.実際の審査活動の分野の数 

1-7.市場調査：2 件以上の実施 

 

 
 

 
成果１．VCA の審査機能の向上。 

1-8.研修センターにおける研修カリキュラム・モジ

ュールの作成・準備 
                                                        
7 プロジェクト評価の手引き（改訂版 JICA 事業評価ガイドライン） 



 

－6－ 

1-9.アンケート調査の結果 

2-1.アドボカシー活動：10 回以上の開催 

2-2.アドボカシーのためのパンフレット：3 種類以

上 

2-3.苦情受付および端緒の確認 

成果２．競争政策および競争法に関す

る知識が政府、企業、消費者および学

会に広がる。 

2-4.企業からの相談件数 

 

 投入の実績 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

日本側の投入 

・ 長期専門家：1 名 
・ 短期専門家：必要に応じて派遣 

・ 供与機材：必要な資機材の提供  
・ 本邦研修：2 回（改訂後 PDM による）

・ プロジェクト経費：実施に必要な費用

投入量、投入の質及び時期は計画通りか。 

ベトナム側の投入  

・カウンターパート 

 -Project Director 

  -Project Manager 

  -Technical Counterpart 

・日本人専門家の執務スペース 

・VCA スタッフの旅費等必要経費 

投入量、投入の質及び時期は計画通りか。 

 

 外部条件 

評価設問 

競争政策の方向性に変更がない。 

プロジェクトの実施に影響を及ぼす VCA の組織変更がない。 

 

1-2) 実施プロセスの検証 

 計画の進捗状況 

評価設問 

1-1 審査活動の現状を分析し課題を摘出する。 

1-2 アドバイスの提供により審査スキルの向上を図る 

1-3 必要なガイドライン、マヌアルの整備 

1-4 調査対象市場の確認スキルの向上 

1-5 市場調査の実施による反競争的課題の摘出 

1-6 上記 1-1 から 1-5 までの活動の結果により、研修センターにおける審査技術の研修の準備

と実施 

1-7 審査機能強化の観点からワーキング・グループの活動を通じて CCID(Center for 
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Competition Information and Data)のキャパシティの強化を図る 

1-8 研修センター設立のドラフトの概念の開発 

2-1 アドボカシー活動展開のためのワーキング・グループの設置 

2-2 効果的なアドボカシー活動のためのレビューと検討 

2-3 上記 2-2 の成果によるアドボカシー活動の実施（セミナー、ワークショップ、リーフレット等）

 
 専門家とカウンターパートの関係 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

相互に信頼関係が醸成されているか。 

相互の満足度は高いか。 専門家とＣＰの関係は良好か。 

相互コミュニケーションは十分に行われているか。 

 
 プロジェクトチームと他のステークホルダーとの関係 

評価設問 

他省庁、経済界、消費者団体、学会、他ドナーとの接点、協力、補完関係。 

 

 相手国実施機関のオーナーシップ 

評価設問 

VCA は主体的にプロジェクト活動の計画及び実施に関わっているか。 

カウンターパート・スタッフはプロジェクトの活動状況を十分に把握しているか。 

先方予算は計画通り確保、支出されているか。 

 

 モニタリング・評価のプロセス 

評価設問 

プロジェクト活動のモニタリング・評価は効果的に実施されているか。 

 

 阻害要因および貢献要因 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

VCA の組織体制、スタッフの経験・能力に起因する問題点

日本側の協力体制に起因する問題点 
活動進捗、成果達成、目標達成

に阻害、貢献する要因はあるか。 
その他の阻害、貢献要因はあるか。 

 

2) 評価グリッド 

2-1) 妥当性 

 必要性 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

技術移転活動はベトナム政府のニーズと合致していたか。プロジェクトの上位目標とプロ

ジェクトの目標はベトナム政府

の政策は一致していたか。 
技術移転活動は VCA のニーズと合致していたか。 
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 優先性 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

公正な競争への理解 上位目標と本「キャパシティ強

化プロジェクト」との整合性は

あったか。 
公正な競争を実現するための手段とキャパシティ強化の

関連性 

プロジェクトと日本の援助政

策、JICA 国別事業実施計画との

整合性はあったか。 

日本の対ベトナム援助重点課題、JICA 国別事業実施計画 

 

 手段としての妥当性 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

長期専門家派遣による技術移転活動は技術移転の手段と

して適切だったか。 

VCA 側の受け入れ体制は適切だったか。 

プロジェクトのアプローチは適

切だったか。 

JICA および公正取引委員会の後方支援は適切だったか。 

日本の独占禁止法および公正取引委員会の経験が適用可

能で活かされたか。 

日本の協力としての優位性はあ

ったか。 

日本の産業および経済における経験は関連性があったか、

活用可能であったか。 

 

2-2) 有効性 

 プロジェクト目標の達成予測 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

プロジェクト目標は達成されたか。 プロジェクト目標は適切だった

か。 プロジェクト目標指標の設定レベルは適切だったか。 

 

 因果関係 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

プロジェクトのアウトプットは

プロジェクト目標達成に貢献し

たか。 

VCA 職員は技術移転で学んだ内容を実践しているか。 

プロジェクト予算が適切に支出されたか。（外部条件） 

他の技術協力や他のプロジェクトの活動から干渉されな

かったか。（外部条件） 

VCA 幹部および職員、カウンターパートが異動・離職しな

かったか。（外部条件） 

競争政策に関する大きな政策変更があったか。（外部条件）

プロジェクト目標達成を阻害す

る要因はあるか。 

その他の外部条件はあるか。 
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2-3) 効率性 

 成果の達成度 

評価設問 

成果は計画通り達成していたか。 

阻害要因があるとすれば何か。 

 

 因果関係 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

過去の技術協力活動の結果は専門家の活動計画作成に寄

与したか。 

成果を達成するために十分な活

動であったか。 

VCA のカウンターパートの活動は効率的な技術移転に寄

与したか。 

専門家派遣人数、専門分野、派遣期間、派遣時期は適切か。

供与機材の種類、量、設置時期は適切か。（該当する場合）

カンターパート本邦研修の分野、研修内容、研修期間、受

入時期は適切だったか。 

日本側およびベトナム側の現地活動費は適切か。 

達成されたアウトプットから見

て投入の質、量、タイミングは

適切だったか。 

公正取引委員会によるバックサポート（短期専門家、本邦

研修、関連資料・情報の提供、教材等）、そのたネットワ

ークを有効に活用したか。 

ローカル資源を有効に活用して

いたか。 

ベトナム現地人材、既存施設などを有効に活用している

か。 

その他効率性の貢献要因、阻害要因はあったか。 

 

2-4) インパクト 

 上位目標の達成見込み 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

投入・成果の実績、活動の状況から、上位目標の達成の可能性は高いか。上位目標とプロジ

ェクト目標は乖離していなかったか。 

ベトナムの競争政策の施策活動は計画通り実施されてい

るか。 

上位目標達成に必要なプロジェ

クト以外の要因が満たされる可

能性は高かったか。 その他上位目標達成に必要な活動はあるか。 

上位目標の達成を阻害する要因はあったか。 

 

 波及効果 

評価設問 

上位目標以外の正負の効果・影響があったか。 
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2-5) 自立発展性 

 政策・制度面 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

「競争法施策」は引き続き国（商務省）の優先課題として

位置づけられ続けるか。 

政策支援は協力終了後も継続さ

れる可能性は高かったか。 

VCA はプロジェクト終了後の職員能力強化の継続に係る

戦略を持っているか。 

 

 組織・財政面 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 
商務省および VCA のオーナーシップおよびコミットメント
があるか。 

VCAD の人材育成・組織強化の施策に

自立発展性があったか。 
産業界の競争法に対する理解と関心は高いか。 

 
 社会・文化・環境面 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

人材育成がその機能を維持し続

ける可能性は高いか。 

設備、機材は適切に維持管理されているか。維持管理の為

の予算処置はされているか。 

 

2-6) その他 

 今後の展開の方向性 

評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 

今後の展開に向けて、留意していかな

ければならないことは何か。 

継続的な技術移転に当たり組織・財政・技術面での

自立発展性はあるか。 

 

２．データ収集方法 

評価作業に必要な情報・データは、主として質問票、現地調査インタビューおよび現地調査

時に入手した資料から収集した。 
 

 質問票による情報収集 
上記の実績グリッドおよび評価グリッドの評価設問項目に沿って、カウンターパートである

VCA に対する質問票を作成し、現地調査時に事前に送付して現地で回収した。質問票に対して

は、VCA のカウンターパートより関係部署からの情報を集約した形で回答が埋められ、現地調

査面談時に内容の確認等を行った。 

 

 現地調査時のインタビュー 
現地調査実施時（2010 年 1 月 25 日および 26 日）に、カウンターパートおよび長期専門家に

対して面談を行い、実績および評価関連情報を収集した。面談対象者は下記のとおり。 
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Mr. Trinh Anh Tuan, Head of International Cooperation Board, Ms. Tran Thi 

Minh Phoung, Mr. Le Thanh Son, International Cooperation Board 

Working Group 1: Mr. Cao Xuan Hien, Deputy Head, Antitrust Investigation 
Board (WG1 Leader), Mr. Cao Xuan Quang, Investigator, Unfair 

Competition Investigation Board,  

Working Group 2: Mr. Nguyen Duc Minh, Deputy Head, Antitrust 
Investigation Board (WG2 Leader) 

カウンターパート

(VCA) 

Working Group 3: Ms. Pham Chau Giang, Deputy Head, International 
Cooperation Board (WG3 Leader) 

長期専門家 Chief Advisor 田中久美子氏（JFTC） 

 

 関連資料・情報の収集 
上記面談時に本プロジェクトの成果として作成された印刷物の他、関連データを VCA およ

び長期専門家から入手すると共に、関連情報をインターネットに掲載されている広報情報から

入手した。 

 

３．データ分析方法 

上述の収集資料・データを基に、定量的および定性的な情報内容について、情報提供者に確

認、整理を行った。またこれらの情報・データを基に実績グリッドに「終了時評価結果」およ

び評価結果を評価グリッドに記入した。最後にカウンターパートとの確認を経て、ミニッツの

添付資料とした。 

 

４．評価調査の制約・限界、など 

終了時評価調査自体は限られた日程であったため、カウンターパートおよび長期専門家から

の情報収集を主な拠り所として評価を実施した。 

競争政策および競争法はベトナムの市場経済化の促進に資する政策・制度であり、プロジェ

クトは競争当局である VCA のキャパシティ向上を主眼としてきた。これまでの活動をとおし

て、競争制限行為より不公正競争行為の摘発件数が多く、競争制限行為に関しては、航空燃料

のケースが初めての決定だった。これら結果を得ても、ベトナム市場経済へのインパクトとい

ったマクロ的側面からの評価はこれからの課題であり、今回調査ではカバーできていない。 

また、終了時評価時点でまだ 5 ヶ月間ほど協力期間を残している段階であり、完了していな

い個別の活動もあったため、評価するための情報が得られていない活動もあった。 

 本プロジェクトは政策・制度面のアドバイスと知識・経験の移転を通じた技術協力であり、

評価対象となる活動はセミナー、ワークショップ、本邦研修、長期専門家による日常的なアド

バイス活動、情報の提供、コンサルテーションなど、いずれもそのアウトプットは定性的に記

述される活動といえ、対象事業の性格上、定量的な評価分析を示すことは困難である。従って、

当事者および関係者による 3 段階評価（達成、ほぼ達成、未達成）による評価を採用すること

とした。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

１．協力内容と実績の概略 

（１）PDM（2009 年 7 月改訂）で合意された協力内容と実績評価 

上位目標 
ベトナム国内の市場におい公正・公平な競争が促進される。 

実績評価：競争違反ケースの調査・摘発は 2007 年の 5 件に対し、2008 年 13 件、2009 年 13
件と増大した。また、社会の認識は 2009 年度の航空機燃料販売における独占的地位の濫用事

件に対する処分決定で高まった。 

 
プロジェクト目標 

VCA が競争法施行・競争政策を効果的に実施できる体制が整う。 

実績評価：競争違反ケースの調査・摘発の実績の他、個別の産業 8 セクターに対する競争政策

の提言を行なった。また、VCA の組織、スタッフ、予算のトレンドでは、2009 年に VCAD か

ら法執行力を持つ VCA に格上げされ、人員・予算とも増大しつつあり、施行体制は整いつつ

あると評価できる。 

 

成果 

1. VCA の審査機能が向上する。 

実績評価：ほぼ達成。技術協力活動はタイムスケジュールに沿って的確に実施された。また、

これらの活動は受益者（主として VCA スタッフ）と常駐専門家との間の緊密な協力によって

進められた。2009 年から毎月第二金曜日に開催されている月例ケース・スタディ、審査官向

けのワークショップ、本邦研修などを通じて VCA スタッフ（とりわけ審査官）は日本におけ

る競争法事案の審査手法を学ぶことができ、実務に適用している。 

 

2. 政府内、企業、消費者、アカデミック層に対し、競争法に関する知識が啓蒙・普及される。 

実績評価：ほぼ達成。関連活動は円滑に実施。例えば M&A に関する HCMC における会議は

2009 年 7 月に成功裏に開催され、経済界、法律事務所、メディアなどに対するアドボカシー

がなされた。また、VCA のブローシャーは専門家のアドバイスによって VCA のイメージを高

めるものとして印刷され、関係省庁等に配布された。 

 

活動 
1-1. 審査活動の現状分析を行い、問題点を特定する。実績評価：達成  

1-2. 助言を得た審査活動を通じて、審査能力の向上を諮る。実績評価：達成  
1-3. 必要なガイドライン、審査官のためのマニュアル等を作成する。実績評価：達成  

1-4. 市場確定の手法に係る技術の向上を図る。実績評価：未達成（2010 年 1 月時点）  

1-5. ターゲット市場における競争上の問題点を把握するための市場調査を実施する。 
実績評価：ほぼ達成  

1-6. 1-1～1-5 の活動に基づき、審査官研修センターにおける研修プログラムを策定し、実施す
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る。実績評価：達成  

1-7. 組織された作業グループにおいて審査の観点から情報センター（CCID）の機能を構築し、

必要および実現可能な範囲で活動を実施する。実績評価：ほぼ達成  

1-8. 研修センターの設立のためのコンセプト案を策定する。実績評価：達成  
2-1. アドボカシーを担当する作業グループを組織する。実績評価：達成  

2-2. 効果的なアドボカシーの方法について検討する。実績評価：ほぼ達成  

2-3. 2-2 に基づきアドボカシー活動を実施する（セミナー、ワークショップ、リーフレット等） 
実績評価：ほぼ達成  

 

（２）投入の実績 
投入金額の合計：47,785（千円） 

日本側の投入 
・ 専門家派遣：長期専門家 1 名(公正取引委員会：JFTC)、短期専門家 5 名(JFTC) 

・ 本邦研修：4 回（実施済み 3 回、予定 1 回） 
・ プロジェクト経費：41,259（千円） 

ベトナム側の投入 

・ カウンターパートの配置：主カウンターパート（VCA 国際協力局長）および 3 つのワー

キング・グループの設置（メンバー合計 16 名） 

・ 日本人専門家の執務スペース（VCA 内 6 階） 

・ プロジェクト経費：6,526（千円） 

 

２．プロジェクトによる実績・成果 

（１）上位目標に対応した実績 

上位目標である「ベトナム国内市場における公正・公平な競争の促進」の達成度を示す指

標として、競争法違反ケースへの調査・摘発とベトナム社会の競争法に対する認識の向上に

関する実績を下記に示す。 

 

1-1) VCA による競争違反ケースの調査・摘発 
2008 年度は 16 件（13 件は不公正競争事案、3 件は競争制限事案）の審査を行い、この

うち行政処分に至った件数は 13 件（全て不公正競争事案）であった。また、2009 年度は

17 件（14 件は不公正競争事案、3 件は競争制限事案）の審査を行い、このうち 13 件（12

件は不公正競争事案、1 件は競争制限事案）であった。 
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ベトナム競争法の違反行為について（解説） 

 ベトナムの競争法では違反ケースを大きく分けて不公正競争行為に関する事案と競争制限

行為に関する事案とに分類し、現在の制度では前者に対する行政処分の決定権限は VCA にあ

るが、後者に対する行政処分の決定権限は VCA の上部機関として位置づけられる

VCC(Vietnam Competition Commission)によることとなっている。下の表は競争法違反行為の主

な内容と VCA と VCC の役割を整理したものである。 
競争法違反行為と VCA と VCC の役割 

不公正競争行為（Unfair Competition Acts） 競争制限行為（Competition Restriction Acts） 

 不当表示 
 営業秘密の侵害 

 虚偽広告 
 営業妨害 

 過剰景品販売 
 マルチ商法 

 競争制限的合意：カルテル（価格、数量）、

市場分割、入札談合 

 市場における優越的地位の濫用：独占的・

優越的地位の濫用（不当価格、不当廉売、

新規参入制限など） 

端緒処理および審査：VCA 端緒処理および審査：VCA 

行政処分の決定：VCA 行政処分の決定：VCC 

出典：VCA 資料およびヒアリング結果より調査団作成 

 

不公正競争事案としては、2009 年には 12 件の決定が VCA により行なわれており、その

うち 11 件については課徴金が課せられた。違反内容としては、虚偽広告、営業妨害、マル

チ商法などである（下記表参照）。また競争制限行為に関しては、処分に至ったのはこれ

までのところ 2009 年の 1 件のみである（航空機燃料のケース：次項参照）。 

 

No. 年月 不公正競争の嫌疑 決定内容

1 2009/2 営業妨害・他社への誹謗・中傷 違反なし

2 2009/3 虚偽広告 課徴金VND30mill

3 2009/4 虚偽広告 課徴金VND20mill

4 2009/5 他社への誹謗・中傷 課徴金VND7mill

5 2009/6 マルチ商法 課徴金VND140mill

6 2009/6 他社への誹謗・中傷 課徴金VND7mill

7 2009/6 不公正な営業活動 課徴金VND7mill

8 2009/6 不公正な営業活動 課徴金VND30mill

9 2009/7 マルチ商法 課徴金VND280mill

10 2009/7 不公正な営業活動（直接比較広告） 課徴金VND30mill

11 2009/8 不公正な広告 課徴金VND40mill

12 2009/8 不公正な広告 課徴金VND30mill

出典：VCA資料より調査団作成

VCAによる不公正競争審査・決定実績（2009年、処分等決定済み12案件）
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1-2) 社会の競争法に対する認識の向上 

アドボカシー活動を通じたベトナムの経済界および一般社会に対する競争政策および

競争法の認識の向上のための活動も重要であるが、競争違反行為に対する摘発はマスコミ

を通じて広く一般に周知され、事案によっては国際的な話題ともなる。上述の不公正競争

事案は既に毎年 10 件以上の摘発に至っているが、競争制限行為に対する摘発の実績は 2008

年までは 1 件もなかった。2009 年 4 月に航空燃料販売における独占的地位の濫用のケース

が競走制限行為に関する初めての摘発で、VCA による審査を経て VCC による行政処分決

定に至った。事案の内容を下記のとおり紹介する。 
 

航空燃料供給サービスに関する独占的地位の濫用 
ベトナムの空港における航空燃料はベトナム航空の 100%子会社である Vietnam Aviation 

Petroleum Company (Vinapco)が独占的に供給している。この事件は 2008 年 4 月に Vinapco が

Jetstar Pacific Airline に対するジェット燃料の供給を拒否したため、同エアラインの利用者

5,000 人が影響を受けた件である。Vinapco は Jetstar が燃料代の支払いをしなかったことを燃

料供給拒否の理由とした一方、Jetstar は燃料代の値上げが不当であることからこの行為が競

争法の独占的地位の濫用に相当すると訴えたものである。 

 VCC は VCA による審査結果を受け、事件から一年後の 2009 年 4 月に Vinapco の行為が独

占的地位の濫用に相当するとして、Vinapco に対して 33.7 億ドン（$189,000）の支払いを命じ

た。また、Jetstar は Vinapco をベトナム航空から分離することも求めた。新聞報道によると、

ベトナム航空は Vinapco の分離は燃料の安定供給に影響が出るため国益に反すると主張した

一方、国営石油販売会社である Petrolimex の出資によりより資本力のある航空燃料供給会社

の設立案も浮上している。最終的に VCC は分離に対する決定は下していない。 

ベトナムの航空行政を司る Civil Aviation Administration of Vietnam(CAAV)の見解では、航空

旅客の便益を損ねるという理由で、今回の航空燃料の供給停止行為は支持されないとしえい

る。Vinapco は VCC の決定を不服として裁判所に提訴したが、2010 年 1 月時点ではまだ判決

は下っていない。 

出典：Saigon Times サイト（http://english.thesaigontimes.vn） 

 

（２）プロジェクト目標に対応した実績 

プロジェクト目標である「VCA が競争法施行・競争政策を効果的に実施する体制が整う」

に対応した実績としては、上記の競争法違反ケースの摘発以外に下記の点を示すことができ

る。 
 

2-1) VCA による競争政策に関連した提言活動 

多くの産業分野で競争法に関する知識・情報が行き渡っていないことにより、産業セク

ター別に監督官庁および事業者団体等に対して競争法の考え方を説明し、提言を示した。

対象となった産業セクターは鉄鋼業、銀行、通信、薬品、海運、電力、航空および石炭の

8 業種であった。 
このうち鉄鋼業に関しては、業界団体である「ベトナム鉄鋼業協会」加盟の複数の鉄鉱

業者が価格カルテルを結んで価格急落の防止を図った疑いがあり、VCA が調査に乗り出し
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たということが 2008 年 10 月に報道された8。この背景には国内の鉄鋼需要の減少による市

場価格の急落があったが、鉄鋼業界の団体の会員企業が価格の急落を防ぐために販売価格

帯を設定に合意したものである。本件には競争法のルールに対する理解不足という面もあ

り、最終的には摘発に至らず、行政指導で終結したとのことであるが、その課程で VCA
からは提言を行った。 

 
2-2) VCA の組織、スタッフ、予算のトレンド 

VCA の役割がベトナム社会において重要視されてきたことを反映し、政府内で VCA の

組織強化への動きがプロジェクト期間中の下記事象に示されている。なお、VCA の組織図

を章末に示す。 
 2009 年 7 月：VCA の名称変更、VCAD（Vietnam Competition Administration Department）

から調査・行政処分の執行力を持つ VCA（Vietnam Competition Authority）へ名称を変更

した。 

 VCA の職員数は 2008 年の 60 名から 2009 年の 85 名に増員された。今後も増員を計画し

ている。 

 VCA への国家予算は 2008 年の VND 9 million より 2009 年には VND 16.5 million に増額

した。 

 VCA の地方事務所の設置は、ホーチミン市（2007 年設置）に次いで 2009 年 11 月にダナ

ンにも設置された。 

 

（３）プロジェクトの成果 

3-1) 長期専門家の派遣 

本プロジェクトがスタートした 2008 年 9 月に公正取引委員会（JFTC）から JICA 長期専

門家として１名が 2010 年 6 月までの任期で VCA のチーフ・アドバイザーとして派遣され

た。同専門家は上記活動内容に示される VCA の審査能力の強化、研修プログラムの策定、

市場調査の実施、情報センターの機能強化、アドボカシー活動への協力を進めるとともに、

日常的な助言活動の中で VCA スタッフの競争法関連の知識の向上を図り、具体的事案に

関連した助言活動も展開した。同専門家が実施した主な活動実績は下記に示すとおりであ

る。 

 
VCA の審査機能の向上に関連した活動 

 VCA の審査事案に関連した助言 

具体的な競争法違反事案への助言に関しては、競争制限行為に関する事案数が少ないこ

ともあり 2 件に留まったが、これ以外にベトナム社会の競争法への認識を高めることと、

審査ガイドラインに関する助言を実施した。 

 月例プレゼンテーションの実施 
専門家の発案により、2009 年 4 月より毎月第二金曜日に日本の経験の情報のインプット

をより能動的に行うため、月例のプレゼンテーション（12 件のケース・プレゼンテーショ

                                                        
8 The Daily NNA ベトナム版（2008 年 10 月 20 日） 
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ンを実施済み）をスタートさせ、毎月開催している。これには毎回 10 名前後の VCA スタ

ッフが参加しており、日本から大学関係者が来訪したときにも、この場を利用して学者の

視点からのケースの紹介を行った。これによって VCA スタッフとのコミュニケーション

が高まり、技術移転がより円滑に実施された。 
 審査マニュアル等の作成 

VCA スタッフを対象とした審査マニュアル（ベトナム語）を内部参考資料作成、500 部

印刷し、VCAスタッフをはじめ裁判所など関係政府機関などに既に 150部配布した。また、

VCA スタッフ向けの Q&A 集の作成も計画中で、現協力期間中に作成の予定である。 
 市場調査の実施 

市場調査は 2 件以上を計画し、1 件（粉ミルク）は実施済み、もう 1 件は金融セクター

を当初計画したが、現状の体制では実施が困難であるため、現プロジェクト期間中の実施

は取りやめることとなった。ベトナムでは国内における商品の生産統計、市場における販

売実績、輸出入実績などに関する統計の精度が高くないため、特定商品の市場調査は容易

ではない。既存統計に頼らずに VCA が独自にデータ収集を実施するには時間と手間がか

かることから、「粉ミルク」の調査にも想定以上の時間がかかった。 

 セミナー・ワークショップへの参加 

競争法関連のセミナー・ワークショップは VCA、他のベトナム政府機関、JICA および

他ドナーの主催により開催され、VCA および主催者の要請に応じて長期専門家が参加した。

主な行事を下記に示す。 

 

日 時 セミナー・ワークショップ 

2008/10 VCA-FIA の主催による M&A に関するセミナー（ハノイ、HCMC） 

2008/11 フランスの法律系の団体（Maison du Droit）の主催により、裁判官を対象としたセ

ミナー兼研修（ハノイ、HCMC） 

2009/3 JICA 主催による「事業者団体」に関するセミナーと、審査技術、市場調査及び研

修をテーマに職員研修（ワークショップ）。 

2009/3 VCA の情報センターである CCID（Center for Competition Information and Data）に

よる定期開催フォーラム（ハノイ）。 

2009/5 VCC（Vietnam Competition Council）主催による Asian Competition Forum（ハノイ）。

2009/8 US FTCの主催によるASEANによる各国参加によるトレーニングコース（ダラット市）。

2009/9 JICA 主催のハイフォン・セミナー、テーマは不公正取引、不当表示と取引妨害の

ケースを紹介。 

2009/11 JICA 主催の地方でのフォーラム（ダナン市）。 

2009/12 JICA の本邦研修として、名古屋でのセミナーに VCA 局長とともに参加。 

 

競争政策および競争法に関するアドボカシー関連の活動 

 アドボカシーのためのパンフレットの作成 

配布用印刷物としては、VCA の概要を紹介した「VCA Brochure」を、日本の公正取引委

員会（JFTC）の概要を参考に作成、英語・ベトナム語で印刷し、配布した。また、競争法



 

－18－ 

の概要を紹介した「Overview of Competition Law」の改訂・印刷を英語・ベトナム語で行っ

た。CCID によるガイダンスの印刷も計画中である。 
 セミナーへの参加 

アドボカシー目的のセミナーへの参加実績は上記セミナー・ワークショップへの参加リ

ストに示されている。これらのうち、特に M&A に関する内外の企業向けのセミナーが複

数回開催されている。この背景には、外国投資によるベトナム企業の買収や合併に対する

制約について関心があることによるもので、2008 年 10 月の M&A に関するセミナー（ハ

ノイおよびホーチミン市）は、VCA と計画投資省の下部組織である外国投資庁（FIA）と

の共催で開催された。 

 
3-2) 短期専門家の派遣 

合計 5 名短期専門家が、下記のベトナム国内で開催されたセミナーあるいはワークショ

ップの機会に JFTC から派遣され、セミナーのスピーカーあるいはワークショップの講師

として活動を実施した。 
 

期間 活動内容 専門家数 

2009/3/3-3/7 セミナーおよびワークショップへの参加。ワークショップ

のテーマは市場調査、事業者団体とカルテル、審査手法と

研修 

3 名(JFTC 職員)

2009/7/19-7/21 M&A をテーマとした国際セミナーにスピーカーおよびパ

ネリストとして参加。プレゼンテーションのテーマ

は”International Legal Aspect of M&A”。 

1 名(JFTC 委員)

2009/9/15-9/19 不公正競争を主題としたワークショップに講師として参

加 。 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の テ ー マ は ”Misleading 

Representation” 

1 名(JFTC 職員)

 

3-3) 本邦研修 

評価時点で下記のとおり 3 回の本邦研修を実施済みであり、2010 年 4 月に 4 回目の本邦

研修を実施予定である。 

 

期間 活動内容 専門家数 

2009/3/15-3/31 研修内容：日本の独占禁止法の歴史と概要、審査・事情

聴取の方法、リニエンシー制度、地域事務所（大阪）の

機能、ケース紹介。 

5 名(VCA 職員)

2009/9/27-10/10 「効果的な競争当局」を主テーマとしたセミナーへの参

加し、日本における競争法の展開、中小企業と競争法、

適用除外の紹介などを研修。JFTC 以外に経団連、法律事

務所などを訪問。 

5 名(VCA 職員)

2009/12/10-12/16 名古屋大学にて開催された「法整備支援戦略の研究」の 2 名(VCA 局長
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うち「ベトナム競争法における法整備支援の現状と課題」

に VCA 局長が基調講演のスピーカーとして参加。 

および職員) 

 

3-4) VCA 側の協力体制 
VCA によるプロジェクト実施体制としては、3 つのワーキング・グループ（審査、人材

育成、アドボカシ－）の設置が 2008 年 11 月 25 日付けの VCA 局長の Decision9により決定

され、各 WG のリーダー3 名とメンバー(1 グループあたり 5-6 名)13 名の任命もなされた。

この決定は日本人専門家のための特別措置であり、WG のリーダーには Board（課）Deputy 
Head（課長補佐）レベルのスタッフが当てられ、WG に動員された人数はリーダーを含み

16 名である（2008 年時点での VCA の職員数は 60 名）。これによって長期専門家と共にプ

ロジェクト活動を実施する体制は、VCA の執務室などハード・インフラとともに整備され

た。 
 

ワーキング・グループの構成 

 人数* リーダー名 

WG-1（審査） 5 Mr. Cao Xuan Hien, Deputy Head, Antitrust Investigation Board 

WG-2（能力強化） 6 Mr. Nguyen Duc Minh, Deputy Head, Antitrust Investigation Board

WG-3（アドボカシー） 5 Ms. Pham Chau Giang, Deputy Head, International Cooperation 

Board 

*リーダーを含む人数 

 

しかし WG の活動が全て円滑に展開されたわけではなかった。WG は PDM で決定した

活動を実行するために設置されたが、夫々の活動の実行段階になると、各 WG の長又はメ

ンバーとは別のスタッフが個々の活動の担当者になることもあり、各 WG と今後の活動内

容を議論してもなかなか活動が具体化せず、長期専門家から示唆・提案をしてもそれに具

体的に反応することができなかったこともあった。この点は VCA のスタッフの経験およ

び能力不足の表れであったと考えられる。 

WG１（審査）に関しては、審査対象事案が元々少なく、テーマとしては 3 つの WG の

中で最も難易度が高いものであったこともあり、グループの活動があまり活発でなかった

ことは否めない。他方、WG3（アドボカシー）に関しては、個々の活動目標がセミナーの

開催や印刷物の作成などと、自ら活動することで具体化するものであったことから、比較

的活発に活動が行われた。WG2（人材育成）は、予定されている審査員研修センター(CTI:

詳細は下記参照)の設置が遅れており、評価の時点で設置の決定はなされたが、活動はまだ

始まっていない。 

VCA によるワーキング・グループ設置の機関決定という組織的な体制整備は高く評価さ

れる。しかし、競争法をめぐる現在の経済環境および構成員の経験・能力不足から、個々

の活動の実務部隊としての WG の機能は、今後改善の余地があるものと考えられる。 
 
                                                        
9 Ministry of Industry and Trade VCAD No. 96/QD-QLCT Decision about: Setting up and promulgating the working 
regulation of Working Groups with Japanese Specialist(2008/11/25) 
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Center for Training Investigators (CTI)について 

センターの設置については VCA 局長の承認済み。人員は当面 3 名が兼務で配置され、1 名を

新たにリクルートし 4 名体制でスタートする。兼務の 3 名は次のメンバー。 

1) Mr. Son, DDG: Director of CTI 
2) Mr. Hien, Antitrust Investigation Board 

3) Mr. Que, Unfair Competition Investigation Board 
4) (new recruit) 

センターの活動内容は主として次の点にあるが、当面は 1)だけ注力する。 
1) 競争法と市場に関する知識を深める。（VCA 職員を対象）修了者には認定証を発行する。

レベルは初心者向けと中高度レベルとに分けて実施、講師には VCA スタッフ、大学教

授（特に警察大学）を想定するが、外国からの協力も受け入れる。 

2) 調査研究機能：経済、法律、競争政策と競争法の分野での調査・研究機能を持たせる。

このため、Board IV(competition Policy), V(Unfair competition) VI(Antitrust)と協力して人

材を強化する。 
3) 企業からの要望により、教育・啓蒙活動の実施 

今後、センターが設立されたら、より系統だった競争法への取組を進めたい。ベトナムの現

状では競争制限的行為である「独占的地位の濫用」やカルテルのケースは少ないが、このよう

な事案にも取り組めるよう能力を高めたい。 

（情報源：2010 年 1 月現地調査時の調査団による VCA スタッフへのインタビューによる） 
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第４章 評価結果 
 

１．項目別評価 

（１）妥当性 

ベトナム経済は年率 4.6%10の成長を続けており、政府は 1986 年のドイモイ政策の導入以

来一貫して市場経済化の推進を図り、外国投資の導入、国営企業の民営化、企業法の改定に

よる新規企業の市場参入促進と規制緩和など、具体的な政策を展開している。また 2007 年の

WTO 加盟を契機に、国際経済との接点の拡大や国際市場ルールとの調和化を進めている。市

場における自由な競争を保証する競争政策と競争法の施行は、ベトナム政府の重点施策の一

つとして引き続き推進されている。 

2004 年のベトナム競争法の制定と競争当局である VCA（当時は VCAD）の設置により、

競争法施行を機能させるための枠組みは整った。しかし、法律に照らした違反行為の摘発、

調査、審査などの実務面での経験が不足していることから、VCA の法施行実施能力を高める

必要性は高い。ベトナム政府は 2006 年に VCAD(Department)を法的執行権限のある

VCA(Authority)に格上げし、2007 年のホーチミン市事務所開設、2008 年の情報データ・セン

ター（CCID）設置、2009 年のダナン市地域事務所設置など、組織的に拡大・強化を進めて

いる。職員の数は 2007 年の 40 名から 2009 年には 85 名に急増している。 

競争法違反事案に対する対応としては、2006 年に端緒処理 10 件、審査 3 件、決定 1 件で

あった取扱件数は、2009 年には端緒処理 26 件、審査 17 件、決定 13 件と推移している。競

争法施行のニーズは高まっており、今後も益々増大することが予想される。 

 

不公正競争事案 競争制限事案 合計

端緒処理 8 2 10

審査 1 2 3

決定 1 0 1

端緒処理 14 3 17

審査 5 1 6

決定 5 0 5

端緒処理 15 5 20

審査 13 3 16

決定 13 0 13

端緒処理 19 7 26

審査 14 3 17

決定 12 1 13

出典：VCA Brochure

2009

VCAが扱った競争法違反事案件数の推移（2006-2009）

2006

2007

2008

 

 

特に市場の独占行為を制限する競争制限事案に関しては、初めて決定を下す案件が 2009

年に 1 件（航空燃料のケース）あり、VCA の機能強化に伴う実績として評価することができ

                                                        
10 2009 年（IMF） 



 

－23－ 

る。 

一方、日本政府はベトナムに対する援助方針（対ベトナム援助展開計画 2009）において競

争政策への支援を明示しており、本件支援は政府の方針とも合致している11。JICA による技

術協力としては、設立直後の VCAD に対するキャパシティ・ビルディングのため、2005 年

から 2006 年にかけて開発調査「競争法施行に係るキャパシティ・ビルディング計画支援調査」

を実施しており、日本の公正取引委員会の専門家および学識者による技術移転活動を実施し

てきた。本プロジェクトは、そこで提言された能力強化の方向性に沿って要請されてきた経

緯がある。 
本プロジェクトによる協力はベトナム側のニーズに合致し、またベトナムの市場経済の進

展、日本の援助方針とこれまでの技術協力の実績から、妥当性の高い協力として評価するこ

とができる。 

 
（２）有効性 

有効性に寄与した要因の一つとして、長期専門家（常駐型のアドバイザー）が VCA スタ

ッフと日常的に接点を持つ中で、審査をはじめとする能力の向上が図られたことが挙げられ

る。とりわけ、同専門家のイニシアティブにより 2009 年 4 月から職場内で月例（毎月第二金

曜日）のプレゼンテーションを開催し、日本の事例を中心に紹介し、毎回 10 名程度の VCA

スタッフの参加があった他、審査手法に関して個別の相談にも答えた。このような形の技術

協力は、1～2 ヶ月程度の短期間滞在であった他のドナー（スイス、韓国）の専門家では果た

せない役割であり、様々な面でアドバイスと知識を必要とする VCA の現状に対して極めて

有効であったと評価できる。 

また、公正取引委員会からの短期専門家派遣（市場調査、カルテル、事業者団体、不公正

取引（虚偽表示）など）や国別研修実施により、市場調査やカルテルといった特定分野や日

本の競争政策など、日本の経験を共有できたことも技術協力の効果を高めたと評価できる。

カルテルなどの競争制限的行為はベトナムの市場環境において、まだ法律違反という社会の

認識が十分ではない。例えば、事業者団体がカルテルの話し合いの場となっていながら、そ

れが競争法違反という認識がなかったというケースもあった。このような状況で、日本にお

ける独占禁止法施行の取り組みの紹介は、VCA が取り組むべき端緒処理および審査への実務

的な取り組み方について、具体的な参考となった点も有効性を高めたといえる。 

なお、プロジェクトの有効性を確保するうえで重要な外部条件のひとつである VCA の幹

部および関係スタッフの異動によるプロジェクトへの影響は見られない。むしろ、新規採用

職員の増加による能力強化ニーズが大きい。 
 

（３）効率性 
2009 年 7 月に PDM の見直しを行ない、上位目標とプロジェクト目標の指標をそれぞれ計

測可能なものに改めたほか、成果指標に関しても数量を明記した。また、日本側・ベトナム

側の費用負担区分を明確にし、ミニッツを締結した。日本側の投入コストは約 44 万ドル（長

短期専門家、本邦研修、出版物作成、セミナー開催等）、ベトナム側が約 7 万ドル（VCA ス

                                                        
11 ［開発課題への日本側の対応方針］のうち(a)経済制度整備・運用に競争政策が記述されている。 
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タッフの旅費等）としており、コスト分担を明示したため、事業の実施に対する責任分担が

より明確となり、結果として効率的な運用が可能となった。 
長期専門家の執務室は VCA がオフィスの 6 階（VCA 局長は 5 階）に用意し、カウンター

パート・スタッフとのコミュニケーションが円滑に図られた。同執務室には、オフィス家具、

PC、応接セットなどが設置され、アシスタントが一名常駐している。 

長期専門家と共にプロジェクト活動を実施する体制・機能として、VCA は「審査」、「人材

育成」、「アドボカシー」の 3 つのワーキング・グループを 2008 年 11 月の VCA 内部規定に

より発足させ、各ワーキング・グループのリーダーおよびメンバーが正式に任命された。こ

れによってテーマ別の責任分担が明確になり、活動目標の設定と実行の見通しが立て易くな

った。 
上記の費用負担の明確化、専門家の執務環境、ワーキング・グループ設置の結果、セミナ

ー、ワークショップの運営および派遣された長期・短期専門家の活用が効率的に行なわれた。 
 

（４）インパクト 
VCA はベトナムの競争法施行を下記の 3 つのフェーズに分けて考えており、本プロジェク

トは競争法の施行にとりかかり、実際の違反事案を扱い始めるフェーズに該当している。ま

た、2010 年以降は施行実施の経験から競争法を見直し、改定作業を行う期間としている。 

 

2005-2007 施行準備期間 

2008-2009 施行期間 

2010-2011 見直し改定期間

 

評価時点でプロジェクトは開始して 1 年 4 ヶ月程度経過したところであり、長期的な観点

からのインパクト発現にはまだ時間がかかる。しかし、次に示す事象からインパクトが確認

された。 

 産業界や学識者などから、競争法・競争政策に関する相談や照会件数が増えてきた。相談・

照会を寄せるのは、ほとんどが企業および法律事務所である。事案として端緒処理に至っ

たのは 2008 年には 20 件（うち 5 件が競争制限事案）、2009 年には 26 件（うち 7 件が競争

制限事案）にのぼった。 

 実際の審査案件を対外的に公表することにより、産業界等に競争法・競争政策の重要性を

気付かせることのインパクトの大きさに、VCA 自らが気付き始めた。特に競争制限行為と

して 2009 年 4 月に初めて処分を決定した航空機燃料の事案は、国内外の報道に何度も取り

上げられ、ベトナム競争法と VCA の存在が広く知られる結果となった。 
 審査案件を試行錯誤により多数取り扱うことにより、自らの執行体制や競争法の不備につ

いて認識し、それを改善していこうという気構えが醸成されてきた。 

 大都市だけでなく、地方都市でもワークショップ等を開催し、全国的な競争法・競争政策

の認知度向上を目指している。 

 

（５）自立発展性 
市場調査や職員研修モジュールの作成など、プロジェクト協力期限までにこれから取り組
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む活動がいくつかあるが、VCA の能力強化の取り組みはまだ始まったばかりである。これま

での成果を根付かせ、活用し、より長期的な観点から適切且つ持続的な人材育成のための体

制整備に取り組む必要があり、これには VCA による更なる努力と日本による支援が必要と

される。 
 

２．効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

・ 公正取引委員会から長期・短期専門家の派遣、国別研修の受け入れなど、全面的なサポ

ートが得られた。 

・ ベトナム側の政策に一貫性があり、VCA の権限が高められ、組織が拡大した。組織の拡

大により経験の浅い VCA スタッフの能力強化のニーズが高まっているが、適切に能力

強化が実施されれば、将来的には組織拡大により、より大きな協力効果の発現が期待さ

れる。 

・ ベトナムの市場経済の発展とともに競争法に関連した相談件数や審査対象案件が増大し

ており、2009 年には「競争制限的行為」に関する初めての事案で処分決定がなされた。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・ 専門家の赴任から 10 ヶ月経過した時点（2009 年 7 月）で PDM の見直しが行なわれた。

見直しの背景には、それまでに収集した情報や実施してきた活動結果を基に、指標をよ

り明確にするとともに、個別活動計画をログフレームに整理し、VCA 側の担当者を明確

にする必要性があった。この見直しにより、費用負担区分を含む業務の実施の責任が明

確になった。 

・ VCA が 3 つのワーキング・グループ（審査、人材育成、アドボカシー）を設置し、カウ

ンターパートの役割機能を強化した。これらワーキング・グループは VCA の組織決定

（General Director の Decision12）によって設置されたもので、各グループのタスク、グ

ループ・リーダーの責任、グループ・メンバーの責任などが記載され、3 名のリーダー

と 13 名のメンバーが指名されている。これによって、プロジェクトの実施前にはなかっ

たプロジェクト実施体制が整った。 

・ 専門家のイニシアティブにより月例プレゼンテーションが開催され、コミュニケーショ

ンの活発化が図られた。 
 

３．問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

・ VCA の組織拡大に伴い多くの新規職員の採用が行なわれたため、業務経験の浅い職員が

増加した。こうした職員は競争法に関する基礎的な知識の不足が見られたため、これら

職員に対する効果的な技術移転には限界があった。 

・ 競争法違反案件の実例数が少ないため、実際の事案に基づいて長期専門家がアドバイス

を提供する機会が限定的にならざるを得なかった。 

                                                        
12 Ministry of Industry and Trade VCAD No. 96/QD-QLCT Decision about: Setting up and promulgating the working 
regulation of Working Groups with Japanese Specialist (2008/11/25) 
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（２）実施プロセスに関すること 

VCA が設置したワーキング・グループによる活動は、PDM に沿って各担当分野（審査、

人材育成、アドボカシー）をカバーすることとなっていたが、夫々の活動の実行段階になる

と活動の具体化が進まない場面があった。これはグループによって対象とする活動内容が異

なり、例えば、グループ１（審査）の活動は難易度が高いものであり、グループ 3（アドボ

カシー）はセミナー、出版物など個別の活動が具体的であったということもあり、ワーキン

グ・グループの活動は均一とはならなかった。ワーキング・グループの設置は、VCA による

活動体制の整備という観点から評価できるが、一部のワーキング・グループの活動について

は期待されたほど具体的な成果の発現が難しかった面も否めない。 

 
４．結論 

VCA のオーナーシップの醸成および長期専門家と公正取引委員会による惜しみない協力

により、予定していたプロジェクト活動の多くが実施され、プロジェクト目標も大部分にお

いて達成したものと判断できる。しかし、ベトナム政府が重要政策に位置付けている競争政

策の取り組みはまだ緒に付いたばかりであり、競争当局である VCA の審査機能をはじめと

する競争政策施行の実務能力の向上は引き続き図っていかなければならず、VCA はまだ努力

が必要である。 

最も大事な点は、VCA が単に審査能力の向上に取り組んだり、啓蒙普及活動を拡大したり

してきたことではなく、VCA が実際の事案を公表することで国民に競争法・競争政策の重要

性を気付かせ、またそれを顧みることにより VCA 自身が法執行体制や競争法における具体

的な不備を認識し、改善策を考える力が養われつつあることである。 
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第５章 提言と教訓 
 

評価調査の結果、調査団としての導き出した提言と教訓は次のとおり。 
１．提言 

（１）VCA における競争法執行体制の確立が進展しており、また基本的な業務推進が図られつつ

ある。こうしたこれまでの成果を根付かせ、プロジェクト目標を達成するため、また VCA

の長官からなされた要請も考慮し、プロジェクト開始当初に想定していた協力期間の延長

はやはり必要と判断される。その際には、2010 年から競争法の見直し・改定作業が始まり、

2012 年に改定予定の競争法に対するアドバイスが求められていること、ベトナムにおける

競争法・競争政策をめぐる環境の変化に VCA が対応していくためには、引き続き我が国

による支援が必要であると考えられること、専門家の十分な活動期間を確保することが効

果的且つ適確な技術移転につながることといったことを考慮し、プロジェクト協力期間を

現行の協力期限（2010 年 6 月末）から更に 2 年間延長することを提言する。 
 

（２）仮にプロジェクト期間が延長された場合、プロジェクトの活動と投入は、引き続き現在の

規模で行われるべきである。特に人材育成の体制確立は、プロジェクトの自立発展性を確

保するうえで特に重要である。また、改定が予定されている競争法に対する助言や、審査

スキルなど VCA に必要な助言を日常的に提供できるよう、長期専門家を配置できること

が好ましい。 

 

（３）VCA は経済分析の短期専門家の派遣を要望しているが、これは延長期間内の活動計画策定

の際に検討されるべき事項である。 

 

２．教訓 

（１）新規職員の採用が増加しているため、彼らの能力強化のニーズが大きい（導入教育）。既存

の職員も年齢層が若いため、同様に能力強化が図られなければならないが（再教育）、研

修内容や研修方法は当然異なる。既存の職員が新規採用職員を指導する体制が構築できれ

ば良いが、限られた現在の人員体制ではなかなか難しいことが想定される。従って、審査

官研修センター向けの研修プログラムの構築と実施はプロジェクト期間内で実施するこ

とが困難と判断された。しかし、VCA は長期的な視野をもって、職員の人材育成を図って

いく体制が整える必要がある。 
 

（２）技術移転に際しては実例に基づいて指導することが最も効果的であるが、競争制限的事案

の実例が想定より少なかったため、思うように成果の発現を見ることができなかった。し

かし、審査対象案件はその国の状況や国民性の違いによって取り扱い方が変わるものであ

り、一概に事案の良し悪しを計れるわけでもない。従って、VCA としては現時点ではむや

みに多くの事例を扱うのではなく、しっかりと事案を吟味し、一定の考え方をもって審査

処理を行えるような事案の積み重ねを行っていくことが、能力強化につながるものと考え

られる。 
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（３）市場調査については、VCA が当初想定していたよりも多くの時間を費やすこととなった。

しかし、長期的に意味のある経験を積み重ねることを考えれば、時間を費やして量をこな

すのではなく、質の高い成果を残すことの方が重要である。 

 
（４）現行の競争法を執行する際に、運傭上支障が生じる部分があることが分かってきた。そう

いった事象を VCA が自ら理解し始めたことこそが、プロジェクトの成果の一つと言える

が、法執行上の支障が逆にプロジェクト目標の達成の阻害要因となっていることにも注目

すべきである。これを克服するための支援について今後検討が必要となる。 
 

３．フォローアップ状況 

ベトナム側より要望があった、プロジェクト期間延長の可否については JICA 内で検討後、

日本政府と協議を行う予定である。 
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A．実績グリッド
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B．評価グリッド
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C．質問票（VCA 回答）
Attachment 

QUESTIONNAIRE 

JICA Technical Cooperation Project  
“Capacity Building for Enforcement of Competition Law and Implementation of Competition Policy in 

Vietnam”
January, 2010 

NAME:
Mr. Trinh Anh Tuan 

POSITION:  
Head of International Cooperation Board 

ORGANIZATION: Vietnam Competition Authority 

CONTACT DETAILS Telephone number: 84-4-38262551 

E-mail address: tuanta@moit.gov.vn 

1.  ACHIEVEMENT OF OUTPUT

1.1 The Project is expected to achieve the two outputs below. Kindly provide your view on the 
progress of these outputs. 

Output 1: 
The function of 
investigation of VCA is 
enhanced. 

 Output 1 has been achieved. 
 Output 1 is about to be achieved. 
 Output 1 has not been achieved yet. 

Briefly explain the reasons for your choice. 

Basically, implementation of activities strictly has followed the 
scheduled timeline. The others are being carried out with tight 
cooperation between the resident advisor and beneficiaries 
(mainly VCA staffs). Through monthly case study meetings 
(every 2nd Friday since 2009), training workshop for 
investigators, study visit to Japan, etc; VCA staffs in particular 
and investigators in general learned more about skills and 
experiences of Japan in investigation competition cases, which 
will be applied in practice. 

Output 2:  
The knowledge regarding 
Competition Law and 
policy is promoted and 

 Output 2 has been achieved. 
 Output 2 is about to be achieved. 
 Output 2 has not been achieved yet. 

Briefly explain the reasons for your choice. 
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disseminated among 
governments, 
enterprises, consumers 
and academics. 

As mentioned above, activities are in smooth progress. For 
example, a conference on M&A was successfully held in 
Hochiminh City in July 2009 for advocacy of relevant regulations 
to business community, law firms and press; VCA brochure was 
edited and is being published with helpful consultation with the 
resident advisor with a view to advocate VCA image. 

2. ACHIEVEMENTS OF THE PROJECT

Please fill-in the evaluation of the following project achievements. 
*Evaluation Score: 3:Achieved; 2:About to be achieved; 1:Not been achieved 

Project Achievements Evaluation
Score*

Narrative Comments 

1. Capacity Building Activities 
1-1 Analyze the present situation of investigation 
activities and identify the issues to take up in the 
activities.

3

1-2 Upgrade the investigation skill through 
investigation activities with advice. 3

1-3 Make necessary guidelines, manuals for 
investigators.

3 The manual is being published (the 
content was finalized) 

1-4 Improve the skills to define the relevant 
market. 1

As lack of human resources, this 
activity is converted into the first 
quarter of 2010 

1-5 Implement the market survey in the targeted 
market to find out the issues in competition. 2

The market study on milk market is 
being completed.  
The market study on finance 
banking and insurance was agreed 
to convert into 2 seminars 
tentatively held in March 2010 in 
the South 

1-6 Based on the above activities 1-1 through 1-5, 
prepare and implement the training program for 
the training center for investigators.

3

1-7 Build the capacity of CCID from the viewpoint 
of investigation through the established working 
group and conduct activities in accordance with 
necessity and availability.

2 There is still another roundtable of 
CCID tentatively held in March 
2010

1-8 Develop the draft concept for the establishment 
of the Training Center.

3
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2. Advocacy activities
2-1 Organize working group(s) in charge of 
advocacy activities. 3

2-2 Review and discuss methods of effective 
advocacy.

2 The activity is being carried out 

2-3 Conduct advocacy activities based on the 
activity 2-2 (e.g. seminars, workshops, leaflets, 
etc.)

2
The VCA Brochure is being 
published, the workshop was 
organized already. The other 
activities are being implemented. 

3. IMPLEMENTATION PROCESS

3.1 Regarding overall project management: 

3.1.1 Have you encountered any challenges or difficulties in managing the project? 

About internal decision 
making  Appropriate 

Basically 
appropriate 

Need 
improvement 

About communication with 
JICA experts Appropriate 

Basically 
appropriate 

Need 
improvement 

About the function of the 
JICA Vietnam Office Appropriate 

Basically 
appropriate 

Need 
improvement 

About project monitoring 
Appropriate 

Basically 
appropriate 

Need 
improvement 

What were the major strengths and weaknesses whilst managing projects? Kindly provide your ideas 
in terms of input management, financial aspects, cohesion between stakeholders, dispatch periods and 
general performance of JICA expert, and the monitoring mechanism. 

In general, learning from the experiences of the first phase of the project, the second phase was 
smoothly implemented based on following strengths: 

- tight cooperation and consultation with the resident advisor 
- straight forward comments of the resident advisor 
- support from JICA experts: whenever there is problem arouse, JICA experts are willing to arrange 

meeting with VCA project officials 
- strict and transparent procedure of reimbursement 

3.2 Regarding technical advice and consultation by JICA experts: basically, JICA expert know quite 
well needs and requirements of direct beneficiaries of the project so they just provided VCA staffs with 
valuable and practical advice as well as consultation. VCA staffs can apply what gained in daily work in 
an effective way. 

3.2.1 Were advice and comments by JICA experts effective (effectiveness of technology transfer)?  
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   Effective 
Basically effective 
Need improvement 

If you selected “Need improvement”, kindly provide reasons for your choice and make 
recommendations for improvement. 

3.3 Regarding infrastructure, in particular equipment: Was the correct equipment purchased? Was the 
equipment delivered and installed timely? Is the equipment in working order and being used? 
(If applicable) 

Under the project, there is no item of infrastructure. 

3.4 Regarding ownership: Were training opportunities optimally utilized? Did counterparts maximize 
communication with JICA experts? 

After almost every training course, the Director General of VCA often requires the participants to 
deliver a report on what gained. Feedbacks show that they find knowledge and experiences critical for 
them when doing their tasks. 

4. EVALUATION QUESTIONNAIRE

A:  RELEVANCE 

Appropriateness of planning, scope, and scale of the project: 

A1. Were the Overall Goal and the Project Purpose linked to the Vietnam national policy? 
1) Was this capacity building 
technical cooperation aligned 
with the Government of 
Vietnam (GOV)’s needs?

Yes  

2) Was this project aligned with 
VCA's needs? Yes 
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A2. Were activities conducted in this project aligned with the Overall Goal? 
1) How do you evaluate the 
recognition by VCA to fair 
competition?
2) How do you evaluate the 
relevance of capacity building 
and fair competition 
realization?

VCA is a governmental enforcement authority of Competition Law so 
promotion of fair competition in Vietnam is set as a top priority. Being 
well aware of that, VCA has been seeking foreign support through 
bilateral and multilateral projects to well train its staffs, which will 
partly contribute to build a fair competition environment. 

Being well aware of the importance of staff ’s competence in handling 
competition issues, VCA has made every effort to maximize technical 
support from partners to enhance capacity building, which will ensure 
business operation under a competitive environment.  

Up to now, implemented activities have reached following results: 
(see the attached file) 

In general, the activities were conducted in this project aligned with the overall 
goal, contributing to the increase of cased handled and improvement of human 
resources. (that means VCA staffs especially investigators and officials of 
relevant agencies) 

A3. Did the Project adhere to the Japan's aid policy? 
Priority areas to be assisted in 
relation to JICA Country 
Specific Program and 
Japan-Vietnam Joint Initiative

Yes  

A4. Was the Project approach appropriate? 
1) Was the dispatch of 
long-term expert appropriate as 
a means to transfer skills and 
knowledge?

Yes. The long-term expert is a very experienced competition 
investigator with years of working in JFTC so she could well define 
the strengths and weaknesses of VCA staffs especially investigators. 
At the same time, based on the needs for assistance of VCA, she just 
provided us with critical skills and updated knowledge relevant to 
competition. Furthermore, she is a very enthusiastic so she is always 
available to give advice, consultation or comment to VCA staffs when 
requested. Actually, JFTC is a developed competition agency, its 
experience and assistance for VCA is much appreciated and valuable.

2) Has VCA taken appropriate 
measures to accept experts and 
activities?

Yes. In fact, we set up 3 working groups specialized in implementing 
activities of the projects. The leader of each group played an active 
role in coordinating activities for smooth operation and they also 
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played a good role of liaison contact with the advisor. 

3) Was back-up support by JICA 
and JFTC appropriate?

Yes  

A5. Does Japanese assistance have competitive advantages? 
1) Do you think experience of 
Japanese anti-monopoly law 
and JFTC were relevant and 
contributed to the Project?

Yes. JFTC enforced competition law around a century ago while VCA 
is too young and inexperienced so Japanese experience in enforcing 
anti-monopoly law is a great contribution to the Project. 

2) Do you think Japanese 
economy and industry 
experience was relevant and 
contributed to the Project?

Yes. A fair competition environment plays a key role to the operation 
of economy and industry. Therefore, experience of such a developed 
country as Japan will be of great use to Vietnam in general and the 
Project in particular. 

B:  EFFECTIVENESS  

Regarding the effectiveness of the project: 

B1. Was the Project Purpose appropriate? 
1) Was the project purpose 
achieved?

Yes, the purpose of the Project “Fair competition is promoted in the 
Vietnam market” was partly achieved as the Project is not finished 
yet.  

2) Was appropriate index to 
assess the Project being set?

Yes, the index was set in relevant to the Project purpose and 
expressed the trend of development of VCA. 

B2. Did project outputs contribute to the Project Purpose?
Did VCA staff utilize what they 
have learnt in the trainings?

Yes. The knowledge and experiences learnt from Japanese experts 
help VCA investigators in their daily works as well as in 
investigations (especially skills on interview and making 
investigation report). 

B3. Were there any obstacles to prevent project effects from being occurred? 
1) Was there appropriate level 
of expenditure for the Project?

Yes. However, the administrative budget of the Project was set 
relatively high compared to total budget.  
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2) Were there any interventions 
from other projects?

No. There is no overlap between this Project and other Projects as 
they aim at different goals and outputs. 

3) Were VCA core and relevant 
staff remained at the same 
post?

Yes. All VCA core and relevant staff is still with VCA after the Project 
and they commit with their responsibilities. 

4) Were there major changes in 
competition policy?

No. Vietnam Competition Law was first introduced in late 2004 and it 
needs at least 5 years for enforcement before changes made. Therefore 
we have a plan to revise competition laws next year (i.e. 2010). 

5) Were there any other 
external factors?

Yes. There ware lots of positive change from external factors. 
Currently many industries in Vietnam have been deregulated and 
liberalized leading to freer and more competitive markets. 

C:  EFFICIENCY 

C1. Was the Project carried out as scheduled? 
1) Was the Project carried out 
as scheduled?  

Yes. So far most of the activities of the Project were implemented in 
line with the schedule.  

2) Did you have any difficulties 
in carrying on the Project? 

Yes. During first half of 2009 we face difficulties in limited human 
resources. Nevertheless, by late 2009 we have recruited about 20 staff 
so the human resource has been much enhanced. Another challenge is 
language. Most of materials/guidelines/model report/surveys in JFTC 
are expressed in Japanese only and that it is difficult for VCA staff to 
read it. 

C2. Did the Project provide adequate activities to achieve outputs? 
1) Have the past technical 
cooperation activities 
contribute to make activities 
plan?

Yes. This Project was designed on the successes of result of the Project 
2006.

2) Did VCA counterparts 
contribute to the capacity 
building activities?

Yes. We have some cooperation with COMCO (Swiss) and US FTC 
(US) that help us in capacity building activities. 

C3. Appropriateness of quality and timing of Japanese input. 
1) Were numbers, terms, 
timing and specialties of 
short-term experts appropriate?

N/A. We have a long term expert and do not use short teem expert in 
this Project. 
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2) Were type, numbers and 
installment date of equipments 
appropriate? (if there is a 
provision of equipments) 

N/A. There are no equipments bought during the Project. 

3) Were the contents, timing 
and duration of trainings in 
Japan were appropriate?

Yes. See report from trainings in Japan for reference. 

4) Were appropriate local costs 
in Vietnam and in Japan 
reserved for the Project?

No. The cost norm applied in the Project is not sufficient to implement 
some activities, especially cost to organize events.  

5) Do you think JFTC supports 
for short-term experts, 
trainings in Japan, relevant 
materials and information, and 
its accumulated experience are 
utilized fully in Vietnam? 

Yes. For a new competition authority as Vietnam, learning 
experiences from similar authorities like JFTC is the most important 
and effective way to develop its capacity. We have made use of 
experiences and techniques from experts in JFTC. 

C5. Utilization of local resources. 
Were existing facilities used 
effectively? 

Please explain more the question. 

C6. Were there any factors to contribute or prevent efficiency? 

No.

D:  IMPACT 

D1. Do you think the Overall Goal will be achieved when considering the performance of the Project so 
far?
Yes. The Overall Goal will surely be achieved. Most of indicators in the Project have been achieve though 
the Project is not finished yet. 

D2. Fulfillment of important assumption. 
1) Has Vietnamese competition 
policy been implemented as 
scheduled?

Yes. The implementation of Vietnam Competition Law is schedule to 
be divided into 3 phases: preparation for enforcement (2005-2007); 
enforcement period (2008-2009) and review and revision (2010-2011). 
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We follow well with this schedule. 

2) Were there other important 
activities contributed to achieve 
the Overall Goal? 

Yes. The recruitment of new staff for VCA can be regarded as other 
activities contributed to achieve the Overall Goal. 

D3. Were there any factors to contribute or prevent the achievement of the Overall Goal?
No.

D4. Any side effects (positive and negative) of contributed factors mentioned in D3 above?

No.

E:  SUSTAINABILITY 

E1. Government policies to promote the Project will not change after the completion of the Project. 
1) Is the competition policy 
remained as priority subject at 
GOV (MOC)? 

Yes. The Government has always determined its priority to build up a 
market economy whereas competition policy is a pillar. 

2) Does VCA have strategies to 
implement capacity building of 
its staff after the completion of 
the Project?

Yes. We have established the Training Center for investigators and 
this Center is targeted to strengthen capacity for investigators. 

E2. Sustainability of VCA management system. 
1) Have VCA and Ministry of 
Commerce (MOC) exercised 
ownership to the Project? 

Please explain more the question. 

2) Is Vietnam enterprises' 
recognition on competition law 
and policy high? 

N/A. According to a survey implemented before the Project, the 
recognition of enterprise on competition law is at relatively low level. 
We have not made any other survey therefore we are not sure about 
the change/development in this issue. 

E3. Could training centers keep same functions after the Project? 
Are there any strategies to 
secure budget to carry on 
trainings and to maintain 
facilities and equipments? 

Yes. The budget for Training Center is allocated from the State 
Budget. But there are no facilities and equipments purchased under 
this Project so there is no maintenance of these assets after the 
Project. 
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E4. Social awareness on competition law and competition policy 
Did the raise of social 
awareness have any effect on 
the implementation on 
competition policy?  

Yes. Social awareness contributed partly to more claims sent to VCA.

Any other opinions or comments. 

No.

Thank you very much for your kind cooperation. 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Results
Overall Goal

Number of sanction

To be inserted by VCAD?
The level of awareness in the society increased

Project Purpose
1.Number of sanction the same as the table above
2.Number of competition policy
recommendations with publication

8 (such as recommendations to steel industry, banking, insurrance,…)

3.Trend of position, structure, budget
and number of staff related to
Competition Policy of VCAD

 - Number of VCA staffs increased from around 60 to 85
 - A branch office was set up in Danang City
 - A Center for Investigator Training was set up

Outputs
1 The function of investigation
of VCAD is enhanced.

1-1 Number of analysis and
recommendation for investigation
activity of VCAD

4 analysis and recommendation (2 for investigation activity status, Awareness level
of the Competition law in VN, Guidelines)
[Several Analysis and recommendation are added till the end of Project]

1-2 More than ten cases are studied
and analyzed.

22 cases:
12 cases during Monthly presentation (8 sessions done), 1 case in VN (Insurance)
9 cases during WS in VN
[Several cases are added till the end of Project]

1-3 Number of staff who experienced
actual cases

30

1-4 More than ten training courses both
in Vietnam and Japan are conducted.

23 Training courses:
2 WS in VN outside of VCA (Hanoi in March 2009, Haiphong in Sep 2009)
3 Trainings in JP (Mar 2009, Sep 2009, Dec 2009)
9 Trainings in VN on Investigation skills
8 Trainings in VN on Monthly presentation
1 WS in VN held by the other donors (Maison du Droit)
[Sessions to be added till the end of Project]
1 Training in JP (Apr 2010)
Several trainings in VN on Monthly presentation
Several trainings on Market Study (?)

1-5 Number of reference material for
investigation including guidelines and
manuals

1 material:
Investigation manual

1-6 Number and variety of actual
investigation activities

see the table above

1-7 More than two market surveys are
conducted.

2 market surveys:
Powder milk (on going and to be finished)
Finance (conducted but postponed)

1-8 Training modules and curriculums
for the training center are prepared.

Ongoing and to be completed

1-9 The result of questionnaires
2-1 More than ten seminars for
advocacy are conducted (unrestricted to
seminars held by VCAD-JICA)

10 Seminars:
2 Seminars on M&A on Oct 2008 (Hanoi and HCMC)
2 Seminars on Procedure on Nov 2008 (Hanoi and HCMC)
1 Seminar on Association on Mar 2009
2 Monthly Forum CCID (Hanoi and Da Nang)
1 International conference ACF on May 2009
1 Seminar on M&A on Jul 2009
1 Conference Nagoya on Dec 2009
[Seminars to be added till the end of Project]
1 Monthly Forum CCID on Mar 2010 (HCMC)
2 Seminars in Southern areas on Mar 2010 (to be determined)

2-2 More than three leaflets for
advocacy are published.

2 leaflets:
Overview and Brochure VCA
[Leaflet to be added till the end of Project]
Guidance by CCID

2-3 Number of lodgment of complaints
and detection

see the table above

Fair competition is promoted in
the Vietnam market.

The operational framework of
VCAD is established for
effective enforcement of
Competition Law and policy

2 The knowledge regarding
Competition Law and policy is
promoted and disseminated
among governments,
enterprises, consumers and
academics.

Initiative Investigation Decision 
Unfair 
competition 

8 8 8 

Restriction 
competition 

7 3 1 
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E．Decision About Setting up and promulgating the working regulation of Working Groups with Japanese Specialist

     （ワーキング・グループ設置に関する VCA の決定、英訳）
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F．収集資料リスト

F. 

1. “VCA Vietnam Competition Authority”, VCA  (VCA )
2. “Overview of Competition Law”, VCAD
3. “Dieu Tra Vu Viec Han Che Canh Tranh” (Instruction, Procedure to Conduct 

Anticompetitive Investigation, )








	表紙
	大扉
	序文
	地図
	目次
	終了時評価調査結果要約表
	第１章　評価調査の概要
	１．調査団派遣の経緯
	２．調査の目的
	３．調査日程
	４．調査団構成
	５．調査結果概要（団長所感）

	第２章　評価の方法 
	１．評価設問と必要なデータ・評価指標
	２．データ収集方法
	３．データ分析方法
	４．評価調査の制約・限界、など

	第３章　プロジェクトの実績
	１．協力内容と実績の概略
	２．プロジェクトによる実績・成果

	第４章　評価結果
	１．項目別評
	２．効果発現に貢献した要因
	３．問題点及び問題を惹起した要因
	４．結論

	第５章　提言と教訓
	１．提言
	２．教訓
	３．フォローアップ状況

	別添資料
	Ａ．実績グリッド
	Ｂ．評価グリッド
	Ｃ．質問票（VCA回答） 
	Ｄ．署名済ミニッツ
	Ｅ．Decision About Setting up and promulgating the working regulation of Working Groups with Japanese Specialist
	Ｆ．収集資料リスト


	裏表紙


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




